


●『投票所入場券』を持って入場券に記
載されている投票所にお越しください。

●不正な投票を防ぐため、表面の「誕生
日」欄を記入し、ご来場ください。

●紛失したり、忘れたりした場合も投票
できますので投票所でお申し出ください。

いざ、投票へ！投票できる人

●病気や療養で、病院などの不在者投票
施設に入院・入所している人
⇒投票は施設で。施設管理者に申し出

てください。

●出張や里帰りなどで、市外に滞在して
いる人
⇒滞在先の選挙管理委員会で投票でき

ます。事前に投票用紙を市選挙管理
委員会に請求してください。

●身体障がい者手帳や戦傷病者手帳を所
持している人、要介護認定を受けてい
る人で、右の表に該当する人
⇒投票は自宅から郵便で。

10月27日(水)までに投票用紙を市
選挙管理委員会に請求してください。

不在者投票の手続はお早めに！

郵便投票できる人で、次のいずれかの人

は、代理記載の制度があります。

㋐身体障がい者手帳で上肢または視覚の
障がいが１級の人

㋑戦傷病者手帳で上肢または視覚の障が
いが特別項症から第２項症の人

身体の不自由な人のために、代理投票

や点字投票の制度があります。投票の際

に係員にお申し出ください。

投票の秘密は固く守られます。

●日本国籍を持っている人。

●平成15年11月1日以前に生まれた人。

●引き続き３か月以上、同じ市区町村に
住民登録のある人

届出の日 投票の可否

長岡京市に
転入した人

令和3年
7月18日以前

長岡京市で投票できます

令和3年
7月19日以後

前に住んでいた市区町村で
投票できます

長岡京市から
転出した人

令和3年
7月18日以前

転出先の市区町村で
投票できます

令和3年
7月19日以後

長岡京市で投票できます

最近転入・転出をした場合

代理投票・点字投票

候補者の政見などを記載
した選挙公報は、投票日の
２日前までに全世帯に配布
します。市役所、中央公民
館、バンビオ１番館にも配
架します。

記入内容

小選挙区選出議員選挙
（薄青色）

候補者の名前を記入

比例代表選出議員選挙
（桃色）

政党・その他の政治団体の名前
（略称可）を記入

最高裁判所裁判官国民審査
（薄緑色）

やめさせた方がよいと思う裁判
官の「×を書く欄」に×を記入

投票用紙は３種類

※転入・転出を複数回した人はこの限りではありません。お住いの市区
町村の選挙管理委員会にお問合せください。



あらかじめ、自宅で記入してください

北棟

東
棟

南棟

休日夜間受付

〔市役所〕

投票日に仕事や用事で投票できない人は、期日前投票を行うことができます。

「投票所入場券」の裏面に必要事項を記入し、ご来場ください。

投票日当日は投票所が混雑するため、早めの投票にご協力をお願いいたします。

期 日 前 投 票

●市役所庁舎建替えに伴い正面駐車場が利用できませ
んので、第二駐車場をご利用ください。

●バンビオ内市営駐車場の割引はありません。

●路上駐車はご遠慮ください。

期日前投票場所 期 間

市役所４階 大会議室A 10月20日(水)～10月30日(土) 午前8時30分～午後8時

バンビオ１番館１階 10月29日(金)・30日(土)  午前8時30分～午後8時

当日行く人はこちら
（投票所入場券表面）

期日前投票に行く人はこちら
（投票所入場券裏面）

当日お越しいただけない理由

氏名・生年月日・住所

誕生日



●第８投票区（市役所）は、庁舎建替えに伴い正面駐車

場が利用できませんので、第二駐車場をご利用ください。

各投票所はこちら
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過去の投票所の
混雑状況はこちら

●第７投票区（長岡中）の投票場所は第一会議室です。
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ファイル無害化サービス 


 


ファイルは、無害化処理により削除されました。





